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は じ め に 

   

 

 

令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪雨で被災された 

皆様には、心よりお見舞い申し上げます。また、発災直後より、

県内はじめ、全国各地から多大なるご支援をいただき、心から 
感謝申し上げます。 

 本町では、「自殺対策基本法」による地方自治体に自殺を防ぐ

ための計画策定が義務付けられたことに基づき、平成３０年度に

「能登町自殺対策計画」を策定しました。誰も自殺に追い込まれ

ることのないまちづくりを目指し、関係機関と連携・協力しなが

ら自殺対策に取り組んできており、自殺者数は確実に減少してき

ていますが、依然として毎年数名の方が尊い命を自ら亡くされて

いる現状です。 
こうした中、国においては令和４年に新たな「自殺総合対策大綱」が策定され、子ども・若者

への更なる自殺対策の推進に加え、女性に対する支援強化がうたわれています。 
本町においても、能登町自殺対策計画の期間終了に伴い、これまでの自殺対策の課題を踏まえ、

新たな自殺総合対策大綱の内容や震災後のメンタルヘルスなども取り込みながら、引き続き自殺

対策を推進するため、第２次能登町自殺対策計画を策定いたしました。 

 自殺の背景には多くの要因が潜んでおり、社会的な問題が大きく関与していることから、総合

的な取り組みが不可欠です。今後、本計画を実行性のあるものとするために、様々な分野の機関

や団体と連携を図りながら、町民一人ひとりがかけがえのない「いのち」を大切にし、誰も自殺

に追い込まれることのないまちづくりを目指し、自殺対策を推進してまいります。 
町民の皆様には、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

  また、本計画の策定に当たり、ご協力いただきました関係機関、関係者の皆様に心よりお礼

申し上げます。 

  

 

 

                   令和７年３月 

 

                          能登町長 大 森 凡 世 
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    第１章 計画策定にあたって  

 

 

１ 計画策定の趣旨 

国の自殺対策は、平成１８年に自殺対策基本法が施行され、「個人の問題」から「社会の問題」

と認識され、自殺者数は 2 万人台に減少するなど成果を上げてきました。しかし、自殺者数は毎

年 2 万人を超える水準で推移しており、令和２年には新型コロナウイルス感染症の影響などで、

１１年ぶりに前年を上回りました。特に、小中高生の自殺者数は過去最多と増加傾向であり、女

性も 2 年連続増加するなど楽観できる状況ではありません。このような状況を踏まえ、令和４年

に新たな「自殺総合対策大綱」が閣議決定され、「子ども・若者、女性に対する支援強化」を主

とした施策が位置づけられました。 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死であり、背景には精神保健の問題、過労、生活困窮、

育児や介護疲れ、いじめや孤独・孤立などの様々な社会的要因があります。このため自殺対策は、

社会における自殺のリスクを減らし、「生きることの促進要因」を増やすために、対人支援・地

域連携・社会制度など、総合的に推進していく必要があります。 

本町においても、平成３０年度に「能登町自殺対策計画」を策定し、相談窓口の周知やゲート

キーパー養成など自殺対策に取り組んできました。今回、計画の期間終了に伴い、引き続き自殺

対策を推進するために、「第２次能登町自殺対策計画」を策定し、「“生きる”を支えあう地域

社会の実現」を通じて、誰も自殺に追い込まれることのないまちづくりを目指します。 

 

 《自殺対策の動向》 

平成１８年６月 自殺対策基本法の成立（議員立法、１０月施行） 

自殺は「個人の問題」から広く「社会の問題」として認識される。 

平成１９年６月 自殺総合対策大綱の閣議決定 

平成２０年３月 石川県自殺対策行動計画策定 

平成２４年８月 自殺総合対策大綱の改定（閣議決定） 

平成２８年３月 自殺対策基本法の一部改正法の成立（議員立法、４月施行）  

地方自治体に自殺を防ぐための計画策定が義務づけられる。 

平成２９年７月 自殺総合対策大綱の改定（閣議決定） 

        誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す。 

平成３０年４月 石川県自殺対策計画策定 

平成３１年３月 能登町自殺対策計画策定  

令和４年１０月  自殺総合対策大綱の改定（閣議決定） 

   令和６年 ８月 第３次石川県自殺対策計画策定 

   令和７年 ３月 第２次能登町自殺対策計画策定 
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２ 計画の位置づけ 

 この計画は、自殺対策基本法第１３条第２項に規定される計画となります。 

 自殺総合対策大綱の基本理念に基づき「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を図

るための基本的事項を示し、推進に必要な方策を明らかにするものです。 

 自殺を防ぐためには、精神保健的な視点だけでなく、さまざまな分野の施策と連携する必要が

あります。そのため、町の「能登町健康づくり計画」や「能登町地域福祉計画」、県の「石川県

自殺対策計画」など、関連する計画との整合性を図っていきます。 

 

【図 1】他の計画との関係 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜能登町自殺対策計画と SDGs との関係＞ 

自殺はその多くが追い込まれた末の死であり、その多くが防ぐことができる社会的な問題である

との認識のもと、自殺対策を生きることの包括的な支援として、一人ひとりの生活を守るという姿

勢で展開していきます。 

この考え方は、「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい社会の実現を目指す世界共通の目標である 

SDGsの理念と合致するものであることから、本計画は、SDGsの達成に向けた政策としての意義も 

持ち合わせます。                 【図2】 SDGsの１７の目標 
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３ 計画の期間                                

 この計画の期間は、第２次能登町健康づくり計画にあわせ、令和７年度から令和１８年度まで

の１２年間とします。（当初予定していた令和５年度からの開始時期については、令和６年能登

半島地震の影響により１年間延長しています。） 
また、国や県の政策と連携する必要があることから、国の動向や社会情勢の変化に配慮し、令

和１２年度に中間評価を行い見直します。なお、それ以外で国の政策が大幅に変更するなど必要

が生じた場合も、計画の見直しを行います。見直しについては「能登町健康づくり対策推進協議

会」で協議し、決定していくものとします。 

 

 
 
４ 計画の進行管理 
 本計画の進行管理においては、PDCA サイクルの考え方を活用し評価を実施します。毎年、人

口動態統計や自殺統計から自殺の状況と、本計画の施策の推進状況を自殺対策計画進捗確認シー

トなどで把握し、能登町健康づくり対策推進協議会や能登町自殺対策推進連絡会などに報告し、

評価を行います。計画を推進するうえで、国の動向や社会情勢の変化などを踏まえ、令和１２年

度に計画全体の中間評価を行い、計画の見直しを図ります。 

 
【図３】 PDCA に基づく計画の進行管理 
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延長能登町自殺対策計画 第2次能登町自殺対策計画（R12年度に中間評価）
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   第２章 自殺の現状  

 

 

１ 自殺の統計について 

 （１）人口動態統計、自殺統計の概要 

【表１】 人口動態統計、自殺統計の概要 

 人口動態統計（厚生労働省） 自殺統計（警察庁） 

調査票 人口動態調査票の死亡票 自殺統計原票 

対象者 日本における日本人 総人口（日本における外国人も含む） 

調査時点 住所地（住民票がある市町村）を基準

に死亡時点で計上 

発見地を基準に発見時点で計上 

 

計上処理 自殺、他殺、事故死のいずれか不明の

ときは、自殺以外で処理。死亡診断書

等について作成者から自殺の旨訂正報

告がない場合は、自殺に計上しない 

後日原因が判明して作成者から訂正報

告があった場合は遡って自殺に計上 

捜査により自殺であると判明した時点

で、自殺統計原票を作成し計上 

作成者 

集計方法 

 

医師→市区町村→保健所→保健所長→

厚生労働省 

集計は厚生労働省大臣官房統計情報部 

警察官の検視または見分を行った警察

官が速やかに作成 

集計は警察庁生活安全局地域課 

自殺率計算に

使用する人口 

人口推計・日本人人口（総務省） 人口推計・総人口（総務省） 

（２）統計データの留意点 

  ■自殺死亡率：人口１０万人当たりの自殺者数です。 

  ■標準化死亡比（SMR）：死亡率は通常年齢によって大きな違いがあることから、異な 

った年齢構成を持つ地域別の死亡率を比較するための指標です。標準化死亡比が１００ 

以上の場合には、平均より死亡率が高く、100 以下の場合は死亡率が低いと判断され 

ます。 

  ■自殺統計のデータと人口動態統計では、対象者や計上処理など調査内容に違いがある

ため、自殺者数など数値の差異が生じている可能性があります。また、自殺統計には、

「自殺の原因・動機」等の項目がありますが、人口動態統計にはありません。 
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自殺者数（人） 1 8 15 8 4 5 7 5 1 2 3 3 2 3 2
能登町自殺死亡率 4.5 37.5 72.0 39.1 19.9 25.3 36.3 26.6 5.4 11.2 17.2 17.7 12.1 18.7 12.8
石川県自殺死亡率 22 22.5 22.6 20.9 17.7 15.7 18.3 15.5 16.6 12.9 14.2 15.2 13.2 16.5 17.9
全国　自殺死亡率 24.4 23.4 22.9 21 20.7 19.5 18.5 16.8 16.4 16.1 15.7 16.8 16.6 17.4 17.4

平成
25年

令和
５年

　　　年
項目

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

令和
2年

令和
3年

令和
4年

平成
26年

平成
27年

平成
28年

平成
29年

平成
30年

令和
1年

２ 自殺の現状 

 （１）自殺者数と自殺死亡率（全国・石川県・能登町）【表２、図４】 

  能登町の自殺者数は、平成２３年の１５人をピークに徐々に減少し、平成２９年には、自殺

者数１人となり自殺死亡率（人口１０万人あたりの自殺者数）は 5.4 まで減少しました。しか

し、それ以降は、２人～３人の横ばい状況であり、自殺者数０人には至っていません。 
全国と石川県の自殺死亡率の比較では、石川県は全国より低く推移しており、全国も石川県

も緩やかな減少傾向となっています。 
能登町と石川県を比較すると、平成２８年までは毎年能登町が高い状況でしたが、平成２９

年以降はバラつきもありますが、石川県よりも低い自殺死亡率の年もあります。 

 

【表２】能登町自殺者数と自殺死亡率の年次推移 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省人口動態統計、警察庁統計 市町村・発見日・住居地調べ 

 

【図４】自殺死亡率年次推移（全国・石川県・能登町） 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

資料：厚生労働省人口動態統計、警察庁統計 市町村・発見日・住居地調べ 
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（２）地域別の状況【図５、表３】 
 地域別で自殺死亡率を比較すると、「能登北部圏域」が 17.7 と最も高く、次いで「能登中部

圏域」が 17.4、「南加賀圏域」が 15.4、「石川中央圏域」が 14.8、「金沢市」が 12.8 の順

となっています。 
また、自殺の標準化死亡比（SMR）をみると、男性では「能登北部圏域」「能登中部圏域」が

高く 100 を超えており、自殺による死亡率が平均より高い状況です。女性では、「南加賀圏域」

が最も高いですが、100 以下の数値であり、自殺による死亡率が平均より低いと判断されます。 
 
【図５】地域別の自殺死亡率の比較（石川県 H３０～R４年の合計） 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

資料：第３次石川県自殺対策計画 

 
【表３】自殺の標準化死亡比（SMR）（H30～R4） 

自殺の標準化死亡比（SMR） 
圏域 男性 女性 
南加賀圏域 92.0 98.0 

石川中央圏域（金沢市除く） 94.6 88.1 

金沢市 78.9 81.0 

能登中部圏域 110.2 83.5 

能登北部圏域 110.5 75.2 

資料：第３次石川県自殺対策計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

男性 0 5 9 6 4 3 6 4 1 1 2 2 2 2 1 48
女性 1 3 6 2 0 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 21
総数 1 8 15 8 4 5 7 5 1 2 3 3 2 3 2 69

　　　      年
自殺者数(人)

平成
21年

平成
22年

平成
23年

平成
24年

平成
25年

平成
26年

平成
27年

平成
28年

平成
29年

平成
30年

令和
1年

令和
2年

令和
3年

令和
4年

令和
５年

合計

（３）能登町の男女別自殺者の状況【表４、図６、図７】 

 

【表４】能登町男女別自殺者数年次推移 

 

 

 

 

 

 

資料：警察庁統計 市町村・発見日・住居地調べ 

 

【図６】能登町男女別自殺者数割合（H21～R5）                  

                    

平成２１年～令和５年の１５年間の自殺者総数は、

６９人であり、その内男性が４８人、女性が２１人と

なっています。割合でみると、男性が 69.6％と全体の

7 割を占めており、女性は 30.4％と 3 割の状況です。 

 

 

 

 

【図７】能登町自殺者数年次推移（H２１～R５） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 
 
  

                      

資料：警察庁統計 市町村・発見日・住居地調べ 
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（４）能登町の年代別自殺者の状況【図８】 

   能登町の近年 5 年間の年代別による自殺者数の状況は、「80 歳以上」が最も多く、次

いで「５０～59 歳」、「40～49 歳」、「３０～39 歳」の順となっています。また、

男性では「50～59 歳」、「40～49 歳」と働き世代に多く、女性では「80 歳以上」の

高齢者に多い状況です。 

 

【図８】能登町年代別男女別自殺者数（R1～R5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：警察庁統計 市町村・発見日・住居地調べ 

 

 

（５）石川県の年代別自殺者の状況【図９】 

石川県の年代別自殺死亡率（５年移動平均）では、令和 2 年の状況は「４０歳代」 

が最も高く、次いで「５0 歳代」、「20 歳代」の順となっています。また、平成 27 年

と比較すると「40 歳代」が増加しており、「19 歳以下」も微増しています。 

 

【図９】年代別自殺死亡率（5 年移動平均） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：第３次石川県自殺対策計画 
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（６）能登町の自殺の原因・動機別の状況【表５】 

  能登町の自殺の原因・動機別では、自殺者の多い性別・年代である「男性 40～59 歳」

では、「仕事関係」、「人間関係」、「経済関係」となっています。「60 歳以上」では、

男性・女性とも「健康問題」が動機の理由として含まれてきています。 

                                                                

【表５】能登町自殺者の特徴・動機（R1～R5 年）      ※順位は自殺死亡率による 

自殺者の特性上位 自殺者数（計） 原因・動機 

1 位：男性 40～59 歳有職同居   ３人 仕事関係・人間関係 

2 位：男性 40～59 歳無職同居   ２人 仕事関係・経済問題 

3 位：男性 60 歳以上無職同居   ２人 仕事関係・経済問題・介護・健康 

４位：女性 60 歳以上無職同居   ２人 健康問題 

資料：地域自殺実態プロファイル 2024 

 

 

（７）推奨される重点パッケージ（R1～R5 年） 
  地域自殺実態プロファイル 2024 には、能登町の自殺の特徴上位３区分や背景を参考に、重

点を置くべき対象者が選定されています。 

 重点パッケージ：「勤務・経営」「無職者・失業者」「生活困窮者」「高齢者」        
 
 
（８）石川県の自殺の原因・動機別の状況【図１０、表６】 
  石川県の令和４年の状況では、「健康問題」が 72 人（37・3％）と全体の４割を占め、次

いで「経済・生活問題」29 人（15.0％）、「家庭問題」21 人（10.9％）となっています。 
 年代別では、19 歳以下は「学校問題」、20 歳代は「勤務問題」と「交際問題」、30 歳代

と 50 歳代は「経済・生活問題」、その他の年代は「健康問題」の割合が高くなっています。 
 
【図１０】原因・動機別自殺者数の推移（石川県） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：第３次石川県自殺対策計画 
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【表６】年代別自殺の原因・動機別順位（石川県 R4 年） 
 第 1 位 第 2 位 第３位 

計 健康問題 37.3％ 経済・生活問題 15.0% 家庭問題 10.9% 

～19 歳 学校問題 33.3％ 家庭問題 16.7% － － 

20～29 歳 勤務・交際問題 20.8％ 家庭・健康・学校問題 12.5% － － 

30～39 歳 経済・生活問題 20.8％ 健康・勤務問題 16.7% 家庭問題 8.3% 

40～49 歳 健康問題 43.2％ 家庭問題 16.2% 勤務問題 13.5% 

50～59 歳 経済・生活問題 26.7％ 健康問題 23.3% 家庭問題 10.0% 

60～69 歳 健康問題 53.8％ 経済・生活問題 23.1% 家庭問題 11.5% 

70～79 歳 健康問題 68.8％ 経済・生活問題 12.5% 家庭問題 3.1% 

80 歳～ 健康問題 46.2％ 家庭問題 15.4% 経済・生活問題 7.7% 

※「その他」及び「不詳」を除いた順位 資料：「石川県自殺対策計画」厚生労働省自殺統計原票特別集計 

 

 

■警察庁統計では、自殺の動向をより的確に把握するために、令和４年から、自殺の原因・動機、

職業、同居人等の項目をより細分化して集計しています。変更点については、令和４年より「男

女問題」の表記を「交際問題」に変更しています。また、原因・動機の判断根拠を、令和３年

までの「遺書等の自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機について自殺者一

人につき３つまで計上」から、令和４年以降は「家族の証言等から自殺の原因・動機と考えら

れるものについて自殺者一人につき４つまで計上」に変更されています。 
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３ こころの健康に関するアンケート 

 日頃より各窓口で相談を受けることが多い能登町職員と地域で高齢者や若年者と交流すること

が多い地域ボランティア、町の保健事業参加者に「こころの健康に関するアンケート調査」を実

施しました。 

 実施目的：自殺対策計画目標の評価やこころの健康に関する要望の把握など 
実施期間：令和５年１２月 

回答者 ：能登町職員１２４人、ボランティア・保健事業参加者７６人 計２００人 

 

（１）回答者の性別・年齢区分・家族構成【図１１、図１２、図１３】 
【図１１】性別 

 

 

 

 

 

 

【図１２】年齢区分（人数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図１３】家族構成 
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（２）悩みやストレスについて【図１４、図１５、図１６】 

 ①問：最近１か月間で悩みやストレスがありましたか。 

   「多少ある」１０３人（51.5％）が一番多く、次いで「あまりない」５４人（27％）、 

 「大いにある」36 人（18％）、「まったくない」6 人（3％）となっています。 

  「大いにある」「多少ある」を合わせると 69.5％の方が、悩みやストレスがあるという

結果でした。 

 
【図１４】悩みやストレスの有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②問：問①「大いにある」「多少ある」と回答された方へ悩みやストレスの原因は何ですか。 

   原因では、「勤務関係の問題」が７７件（38.5％）、「家庭の問題」７６件（38％）、

「健康の問題」５８件（29％）、「経済的な問題」１７件（8.5％）となっています。 
   その他：家のこと、試験勉強、人間関係、両親の世話など 
 
【図１５】悩みやストレスの原因 
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③問：悩みやストレスの解消法は何ですか。 
  「人との会話」９７件（48.5％）、「食べる」８６件（43％）が半数近い割合を占めてお

り、次いで「寝る」７５件（37.5％）、「テレビ・映画鑑賞」６８件（34％）、「買い物」６

１件（30.5%）が３割以上となっています。 
 その他：自分の趣味・ボランティア・外で過ごすなど 
 
【図１６】悩みやストレスの解消法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）相談することについて【図１７、図１８、図１９、図２０、図２１】 

 ①問：悩みやストレスを感じた時に、誰かに助けを求めたり、相談したいと思いますか。 
  「どちらかといえばそう思う」86 件（43％）、「そう思う」47 件（24％）を合わせ

ると、66.5％の方が悩みやストレスを感じた時に助けを求めたり、相談したいと思う回答

でした。 

 

【図１７】悩みやストレスについての相談希望の有無 
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②問：問①で「どちらかといえばそう思わない」「そう思わない」と回答された方へ 

   それはどのような理由でしょうか。 

 「どちらかといえばそう思わない」３５件（18％）、「そう思わない」22 件（11％） 

を合わせると、57 件（29％）ありました。 

  57 件のうち、助けを求めたり相談しない理由として一番多かったのは、「相談しても解

決しない」28 件（49.1％）が半数を占めました。次いで、「自分で解決できる」11 件

（19.3％）、「信用できるかわからない」11 件（19.3％）という結果でした。 

 

【図１８】相談しない理由について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③問：こころの悩みを相談できる公的機関や相談ダイヤルなどをご存じですか。 

 相談先を知っていると回答した人は、124 人（62％）と半数以上であるものの、知らない

と回答した人は７２人（36％）と 4 割近くいる結果でした。 

 

【図１９】相談先の把握について 
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④問：問③で「知っている」と回答された方へ 

  相談できる公的機関や相談ダイヤルなど知っているものをすべてお選びください。 

 「石川県こころの相談ダイヤル」８１件（40.5％）が一番多く、次いで「いのち SOS」６０

件（30％）、「能登北部保健福祉センター」５８件（29％）、「能登町健康福祉課」５５件(27.5％）

となっています。その他：能登町なんでも相談カナリア 
 
【図２０】相談できる公的機関や相談ダイヤルの認知度について 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤問：どのような相談の機会があれば相談しやすいと思いますか。 

「公的機関」６０件（30％）、「同じ悩みを抱える人たちの集まり」４９件（24.5％）、「イ

ンターネット」４７件（23.5%）が多いです。 
 
【図２１】相談しやすい方法について 
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（４）自殺予防対策について【図２２、図２３、図２４】 

 ①問：９月１０日から１６日までを「自殺予防週間」、３月が「自殺対策強化月間」である

ことをご存じですか。 

  ６０人（30％）の方が「知っている」という回答であり、135 人（67.5％）７割近くの方

が「知らない」結果でした。「自殺予防週間」「自殺対策強化月間」の認知度は低い状況です。 
 
【図２２】「自殺予防週間」「自殺対策強化月間」の把握について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②問：「ゲートキーパー」という言葉をご存じですか。 

※ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必要な支援につなげ 

見守る人のことです。（本町はゲートキーパー養成に取り組んでいます。） 

 

  「聞いたことがある」は６８件（34％）、「内容を知っている」３２件（16％）と合わ

せると、５０％と半数となります。「聞いたことがない」９６件（48％）も半数近い回答

であり、ゲートキーパーも認知度は低い状況です。 

 

【図２３】ゲートキーパーの認知度について 
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③問：自殺予防対策のために重要だと思うことは何ですか。 

 参考※「新たな自殺総合対策大綱」（令和４年１０月）による自殺の状況 

 ■自殺者数は毎年全国で２万人を超える水準で推移、男性が大きな割合を占めている。 

 ■女性が２年連続で増加、小中高生は過去最多の水準となっている状況である。 

 

 重要だと思うことについては、「精神科医等の専門医へ受診しやすい環境づくり」８０件

（40％）が一番多く、次いで「地域での「こころの健康相談」など、気軽に相談できる場所の

充実」６５件（32.5%）、「ゲートキーパー（気づき・声かけ・傾聴・つなぎ・見守り）の養

成」６３件（31.5％）となっています。 
  子どもや職場、ひきこもり者などへの支援についても、３割近くの回答があります。 
 
【図２４】自殺予防対策で重要な事業について 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

【その他】の意見（一部抜粋） 

■自殺は急に思いつく事が多い。相談はできない。日頃から人との会話があればしない。 

■転職してもある程度の安定性確保であったり、転校先の受け皿をもっと気軽なものに出来

たりなど、社会のシステムが大きな変化を伴わないと改善は難しい。 

■過去や未来にとらわれずに今を生きる事に全力投球する。豊かな暮らしとは何なのかをよ

く考える。SNS 等でキラキラ着飾った写真を載せている人と自分を比較しない。 

■元気ハツラツとした人が、何とか頑張りたいと希望を持っている人に対して、自分のステー

ジまで元気を高めてあげようとするのが良い方法だと思う。 
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評価区分　
A　目標に達した
B　目標値に達していないが改善傾向にある
C　変化したとはいえない
D　悪化している
E　評価困難

４ 前計画の数値目標の評価について 
（１）基本的と具体的施策の数値目標 

 ■基本的数値目標  

区  分 目標値 平成２６年～平成３０年 令和１年～令和５年 

５年間自殺死亡者平均 ２．８人 ４．６人 ２．６人 

５年間自殺死亡率平均 １４．７ ２０．９６ １５．７ 

  ■具体的施策数値目標     

 

 

 

 

 

 

（２）数値目標の評価について【図２５、図２６、表７、図２７】 

   ■基本的目標の自殺者数５年平均は 2.6 人であり、前計画よりも減少し目標に達しています。 
① 相談できる機関を知っている割合は、平成３０年の３９％から令和５年は６２％と大幅に

増えており、目標の６０％以上となっています。【図２５】 
② 自殺予防週間や自殺対策強化月間を知っている割合は、平成３０年の３５％から令和５年

は、３０％と減っている状況です。【図２６】 
③ ゲートキーパー受講者数については、養成講習会を毎年開催しており、累計は６３３人と

目標の５００人を超えています。【表７】 
④ SOS の出し方教育は、全学校が各々の学校の方法や内容にて実施している状況です。また、

教育委員会では、CAP プログラムに沿った内容も実施しています。 
⑤ 睡眠で休養が十分に取れている割合に表現を変更し、平成３０年の 31.4％を取れている割

合に置き換えると６８．６％と７０％以上であり、毎年石川県よりも多い割合です。しかし

目標の７５％以上までには達していない状況です。【図２７】 
⑥ 自殺対策連絡会については、震災の影響により令和５年度は実施していませんが、令和１

年度、令和２年度、令和４年度は年１回実施している状況です。 

具体的施策 目標値 H30 R5 評価 

①精神的な悩みを相談できる公的機関を知っている人を

増やす 
60％以上 ３９％ 62％ A 

②自殺予防週間や強化月間を知っている人を増やす 60％以上 35％ 30％ D 

③ゲートキーパー養成の受講者を増やす 500 人 259 人 633 人 A 

④SOS の出し方教育を実施する学校を増やす 60％以上 0％ 100％ A 

⑤睡眠で休養が十分に取れていない人を減らす 

変更→睡眠で休養が十分に取れている人を増やす 

25％以下 ― ― ― 

75％以上 73.4％ 73.7％ C 

⑥自殺対策に関するネットワーク会議等連携を図る 年 1～2 回 ０回 R1,2,4 実施 C 
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年　度 対　　　　　象 参加人数

Ｈ２２ 能登地区民生児童委員 31

内浦地区民生児童委員・居宅介護支援事業所職員等 14

柳田地区民生児童委員・居宅介護支援事業所職員等 15

Ｈ２４ 能登海上保安署職員 13

Ｈ２５ 内浦地区地域福祉推進委員 26

Ｈ２６ シルバー人材センター会員・職員 35

Ｈ２７ 能登町健康づくり推進員 13

Ｈ２８ 能登町行政職員 29

Ｈ２９ 高齢者交流会ボランティア 55

Ｈ３０ 能登町婦人団体連合会会員 28

R　元
町立小・中学校、県立能登高等学校、教員・養護教諭
認定こども園、保育所長

30

Ｒ　２ 能登町役場　課長級・課長補佐級職員 28

Ｒ　3 のと四ツ葉の会会員（四ツ葉の会合同研修会にて実施） 35

Ｒ　4
民生委員・地域福祉連絡員・地域支え合い活動ボラン
ティアグループ

96

Ｒ　5 能登高校　１～３年生、教員等 185

計 633

Ｈ２３

【図２５】こころの悩みを相談できる機関を知っている割合 

 
 
 
 
 
【図２６】自殺予防週間・自殺対策強化月間を知っている割合 

 
 
 
 
 
 
【表７】ゲートキーパー（人材育成）研修会受講者 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ゲートキーパーとは 
           「命の門番｣のことで、自殺や自殺関連事象に関する正しい知識を習得 
       し、自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聴き、必要に 
       応じて専門家につなぎ、見守るという役割を担います。 
             ４つの行動 
                ①気づき：何らかのサインに気づいて、声をかける 
         ②傾 聴：本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける 
         ③つなぐ：早めに専門家に相談するように促す 
                ④見守り：温かく寄り添いながら、継続して見守る 
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【図２７】睡眠で休養が十分とれている割合 
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５ 能登町における自殺の課題と特徴 
（１）自殺の現状より 

① 自殺者数は、平成２３年の１５人をピークに徐々に減少し、平成２９年には自殺者数１人

まで減少したが、それ以降は２人～３人の横ばい状況である。 

② 男性の自殺者が全体の 7 割を占めている。 

③ 能登北部圏域の男性の自殺標準化死亡比が高い。（全国平均より高い状況） 

④ 年代別では「80 歳以上」の高齢者が最も多い。 

⑤ 性別では、男性は「50～59 歳」「40～49 歳」と働き世代に多く、女性では「80 歳

以上」の高齢者に多い。 

⑥ 重点パッケージは「勤務・経営」「無職者・失業者」「生活困窮者」「高齢者」である。 

⑦ 動機では、「男性 40～59 歳」が「仕事関係」「人間関係」「経済関係」が多く、「60

歳以上」では、男性・女性とも「健康問題」が多い。 

 

（２）こころの健康に関するアンケート結果より 

① 悩みやストレスを感じている方が 7 割近くおり、原因として「勤務関係」や「家庭関係」

の問題が多い。 

② ストレス解消方法では、「人との会話」「食べる」が半数近くおり、「寝る」「テレビ・

映画鑑賞」「買い物」が３割以上である。 
③ 悩みやストレスに対して、７割近くの方が助けを求めたり相談したいと思う。 

④ 相談しない理由として「相談しても解決しない」が半数を占める。 

⑤ 相談先を知らない方が 4 割近くいる。 

⑥ 相談しやすい機会は、「公的機関」「同じ悩みを抱える人たちの集まり」「インターネッ

ト」が多い。 
⑦ 「自殺予防週間・自殺対策強化月間」を知らない人は 7 割近くおり、「ゲートキーパー」

も知らない人が半数近くと、町の対策への認知度は低い状況である。 

⑧ 自殺対策に重要だと思うことは、「精神科医等の専門医へ受診しやすい環境づくり」が一

番多く、次いで「気軽に相談できる場所の充実」「ゲートキーパー（気づき・声かけ・傾

聴・つなぎ・見守り）の養成」が多い。子どもや職場、ひきこもり者への支援についても、

重要と思う方は３割近くいる。 

 
（３） 前計画の数値目標の評価より 

① 自殺者数５年平均は、前計画の 4.6 人から、令和１年～令和５年は 2.6 人まで減少してお

り、目標値の 2.8 人以下となっている。 
② 相談できる機関を知っている方の割合が、平成３０年の３９％から、令和５年は６２％と

大幅に増加しており、目標の６０％以上を達している。 
③ 自殺予防週間・強化月間認知度は、前計画３５％よりも令和５年は３０％と減っている。 
④ ゲートキーパー受講者数は、累計６３３人と目標の５００人を達している。 
⑤ 睡眠で休養が十分に取れている方の割合は、石川県より多く７０％以上であるが、目標の

７５％以上には達していない。 
⑥ SOS の出し方教育は、全学校が各々の学校の方法や内容にて実施している。 
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  第３章 取り組みの方向性  

 

 
１ 基本理念 

 町民一人ひとりが、繋がり、支え合うことで、自分らしく生きる喜びを実感でき、誰も自殺に

追い込まれることのない町を目指します。その実現に向け、「生きるための支援」を充実させ、

若年者から働き盛り世代、中高年や高齢者等、幅広い年代を対象とした自殺予防のための対策を

進めます。 

 

２ 基本目標  

 （１）長期目標 

   ■“生きる”を支え合う地域社会の実現。 

 （２）短期目標 

   ■町民一人ひとりが自殺を身近な問題として捉え、こころの不調サインについて理解でき

ている。 

   ■町民一人ひとりが気軽に支援者または支援機関、専門医療機関に相談できる。 

   ■自殺対策について、町の関係機関の実務者が集まり、方向性を検討し、関係する支援機

関に繋げ、施策を実施し、見守る体制がある。 

 

３ 基本施策 

 （１）自殺予防に向けた普及啓発の充実 

     町民一人ひとりが、こころの健康づくりについて理解し、自身のこころの不調や悩み 
を抱えた方のＳＯＳサインに気づき、適切に対処できるよう、正しい知識や情報の普及 
に努めます。自殺予防週間・自殺対策強化月間などに合わせた、のと広報・ホームペー 
ジ・ライン・子ども関係アプリなど各種メディアによる普及啓発、公共施設の相談窓口 
カード設置、保健事業などの機会を利用した普及啓発、ボランティア団体の街頭による 
自殺予防キャンペーンＰＲ、能登町まちづくり出前講座「心の SOS に気づこう！」 

実施など、普及啓発していきます。 

 （２）自殺予防のための相談・支援の充実 

          町民一人ひとりが、支援者または支援機関、専門医療機関に相談できるような環境を 
医療機関や石川県の事業も利用・連携しながら整備します。一人で悩みを抱えず、早期 
に相談でき、適切な対処方法が得られるよう、相談窓口、電話相談、専門医療機関等の 
周知強化により、相談体制の充実、早期受診に繋がるよう努めます。 

 （３）自殺対策を支える人材の育成、地域の見守り体制づくり 

          町民をはじめ様々な関係機関や団体に対してゲートキーパー養成を行い、悩みを抱え 
た方のＳＯＳサインに気づいて相談機関に繋ぐ等、知識と技術を習得し、早期に対応で 
きるような人材育成及び地域での見守り体制づくりに努めます。また、関係者自身の支 
援内容の向上として、能登町自殺対策推進連絡会などを利用して研修していきます。 
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（４）地域におけるネットワークの強化（関係機関との連携強化） 

         様々な自殺要因に関する課題解決に向けて、関係機関が一丸となって自殺予防に努め 
ます。保健・医療・福祉・介護、教育・労働機関、警察・消防、民間団体と能登町自殺 
対策推進連絡会や奥能登地域自立支援協議会能登町連絡会議にて連携を強化します。 

また健康福祉課内の連携目的で実施している精神保健福祉連絡会においても、外部関 
係機関も参集した機会を設け、自殺予防のネットワークを構築します。 

（５）子ども・女性への支援充実 

     こども家庭センターや教育委員会などの事業を主に、母子保健連絡会や要保護児 

童対策地域協議会などの会議も利用し、個々の対応や効果のある事業実施に向けて連 

携を強化します。 

（６）災害における被災者へのこころのケア 

     令和６年能登半島地震や奥能登豪雨災害における被災者へのこころのケアについ 

て、こころのケアに関する普及啓発とともに、能登北部管内医療機関や石川県の事業 

なども利用し、連携しながら進めていきます。 

 

基本施策１ 自殺予防に向けた普及啓発の充実 

（１） 広報・ホームページ・ライン・子ども関係アプリへの情報掲載 

公共施設に相談窓口カードの設置、自殺予防関係チラシの世帯配布 

   健診等保健事業の機会を利用した啓発 

（２） 能登町まちづくり出前講座「心の SOS に気づこう！」 

（３）自殺予防キャンペーンでの相談窓口の周知（ボランティアによる街頭 PR） 

（４）自殺予防週間・自殺対策強化月間に合わせた自殺予防 PR 

基本施策２ 自殺予防のための相談・支援の充実 

（１）相談体制の充実（医療機関・石川県事業と連携した精神科医による相談体制整備） 

（２）相談窓口、専門医療機関の周知強化（基本施策１に準ずる） 

基本施策３ 自殺対策を支える人材の育成、地域の見守り体制づくり 

（１）ゲートキーパーの養成（気づき・傾聴・つなぐ・見守り） 

（２）関係者間の研修受講の促進、能登町自殺対策推進連絡会を利用した研修の開催 

基本施策４ 地域におけるネットワークの強化（関係機関との連携強化） 

（１）能登町自殺対策推進連絡会・精神保健福祉連絡会などを利用した連携強化 

基本施策５ 子ども・女性への支援充実 

（１）こども家庭センター・教育委員会を中心とした事業の実施 

（２）母子保健連絡会・要保護児童対策地域協議会等を利用した連携強化 

基本施策６ 災害における被災者へのこころのケア 

（１）こころのケアに関する啓発（各種メディアを利用） 

（２）医療機関・石川県事業の利用・連携 
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４ 計画の数値目標 

 （１）基本的数値目標 
平成２６年～平成３０年の自殺者数５年平均は４．６人、令和１年～令和５年は２．６人

でした。本計画の中間評価年である令和１２年までに、２．０人以下まで引き下げることを

目標とします。 
     ■計画の目標値 

      区  分 平成２６年～平成３０年 令和１年～令和５年 令和１２年目標 

５年間自殺死亡者平均 ４．６人 ２．６人 ２．０人以下 

５年間自殺死亡率平均 ２０．９６ １５．７ １３．０以下 

       ＊自殺死亡率は、人口１０万人に占める割合 

         

（２）具体的施策の数値目標 
   ■具体的施策の目標値 

   
 
 

ｹﾞｰﾄｷｰﾊﾟｰ養成講習会                         自殺予防ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

具体的施策 令和 5 年 令和 1２年目標 

①精神的な悩みを相談できる公的機関を知っている人を増やす 62％ 70％以上 

②自殺予防週間や強化月間を知っている人を増やす 30％ 60％以上 

③ゲートキーパー養成の受講者を増やす 633 人 1,000 人 

④ゲートキーパーを知っている人を増やす 50％ 70％以上 

⑤睡眠で休養が十分に取れている人を増やす 73.7％ 80％以上 

⑥SOS の出し方教育を全学校で実施する １００％ １００％（維持） 
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５ 対象者に応じた取り組み 

 
（１）妊産婦、子育てをしている保護者への支援 

    令和６年４月に、健康福祉課内に設置したこども家庭センターを中心に支援します。 
妊婦・産婦・子育てをしている保護者に、保健師・管理栄養士・社会福祉士・保育士などの 

専門職種が顔の見える関係を構築し、妊娠・出産、子育てに至る包括的な支援を行います。 
 

事業名 内 容 担当課、協力機関 

産後うつの 
早期発見、早期対応 

●病院で妊産婦の問診を行い、EPDS(産後うつ)の点数が高

い方(９点以上)は、必要に応じて保健師が訪問します。 

健康福祉課 
出産した医療機関 

妊娠期サポート事業 
●妊婦健診時の交通費などを助成するとともに、妊娠中期

の面談を行い、切れ目のない支援を行います。 
健康福祉課 

オンライン相談 
●小児科医・産婦人科医・助産師にオンラインで無料相談

ができる体制を整えています。 
健康福祉課 

産後ケア事業 

●産後のお母さんと赤ちゃんの生活リズムをつくるために

助産師が訪問し、授乳指導、育児方法など母子のケアに

ついて相談を行います。 

健康福祉課 

産婦・赤ちゃん 
訪問事業 

●産後、保健師が訪問し、身体計測、育児相談、予防接種

の受け方、各種教室の案内等を行います。 
健康福祉課 

子育て応援 
ヘルパー事業 

●妊娠の体調不良、産後で家事・育児ができない方が、安

心して育児や生活が送れるよう、ヘルパーを派遣して家

事・育児を行います。今後対象を拡大します。 

健康福祉課 

地域子育て支援 
拠点事業 

●子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安

悩みを相談できる場を提供しています。 

こどもみらいｾﾝﾀｰ 

 

離乳食教室 
●育児不安を軽減するため、離乳食の進め方の講義と実演

試食、個別相談を行います。 

健康福祉課 
こどもみらいｾﾝﾀｰ 
母子保健推進員 

ママ(パパ)サロン 
●産後ママ・パパの不安や悩みを軽減するために、こころ

や体のケアについて紹介します。 
健康福祉課 

子育てママ(パパ) 

おしゃべりセラピー 

●イライラや、育児に不安があるなど、ママ・パパの癒や

しサロンとして、定期的な集いがあります。 

健康福祉課 
こどもみらいｾﾝﾀｰ 
 

あそびの教室 
●お子さんの発達を促すあそびの紹介や実践、関わり方等

お子さんの発達状況を確認し、個別相談を行います。 

健康福祉課 
珠洲市総合病院 

幼児発達相談 
●ことばや発達の遅れが気になる、落ち着きがない等、お

子さんの発達について相談を行います。 

能登北部保健福祉 
センター 
健康福祉課 
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事業名 内 容 担当課、協力機関 

ポレポレ教室 
●発達に遅れや偏りのあるお子さんについて、早い時期か

ら発達に応じたプログラムで発達支援を行います。 

石川県発達障害支援
センター 
健康福祉課 

母子保健連絡会 

●妊娠期から小学校就学前までの要支援者に対して、支援

内容等を関係機関にて協議します。 

参集機関：健康推進係・児童福祉係・障害福祉係・教育

委員会・珠洲分校・あすなろ学園・能登北部保健福祉セ

ンター 

健康福祉課 

要保護児童対策 
地域協議会 

●要保護児童や保護者を支援するために、関係機関が連携

して情報交換や支援内容の協議を行います。 

参集機関：健康推進係・児童福祉係・障害福祉係・教育

委員会・児童相談所など 

健康福祉課 

 
（２）子ども・若者への支援 

    学校におけるいじめも１０歳代の自殺のリスクとなっています。学校においては、児童の悩 
みを受け止められるよう相談体制を強化するとともに、不登校児童への対応やいじめ対策、命 
を大切にする教育を推進します。 
 

  事業名           内 容 担当課、協力機関 

ＳＯＳの出し方教育 
CAPプログラム 

●命や暮らしの危険に直面したとき、誰にどう助けを求めた

らよいか、具体的・実践的な方法を教育します。 

教育委員会 
CAPのと 

いじめ予防及び 
いじめへの対応 

●いじめを許さない意識の普及および、いじめの早期発見と

徹底した対応を行います。 
教育委員会 

相談体制の強化 
●各学校にスクールカウンセラー、ハートフル相談員等を配

置し、相談を行います。 

教育委員会 
石川県教育委員会 

精神疾患への正しい

理解と適切な対応 ●自殺対策に関する教職員への研修を行います。 教育委員会 
石川県教育委員会 

命を大切にする 
教育の推進 

●道徳、特別活動、保健・体育、総合的な学習の時間を中心

とし、教育活動全体で命を大切にする教育を推進します。 
教育委員会 

不登校児童への対応 

●不登校児童生徒の悩みの克服と人間関係づくりを支援し、

１日も早い学校復帰を図るため、学校ハートフルフレンド

相談員（専門家）による児童や家族との面接、訪問相談を

行います。 

教育委員会 

不登校児童への支援 ●タブレット端末を活用した学習や相談など、不登校支援を
行います。 教育委員会 

主任児童委員の活動 

●地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子ど

もたちを見守り、子育ての不安や心配事などの相談・援助

を行います。必要時、関係機関等との連絡調整をします。 

社会福祉協議会 
健康福祉課 
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（３）高齢者への支援 

    高齢者は身体・認知機能の低下や親しい人との死別などから、閉じこもりやうつ状態になり 
やすく、孤立・孤独に陥りやすいことから、地域包括支援センターの事業や地域包括ケアシス 
テム等と連動した包括的な事業の展開を図る必要があります。 

 

  事業名           内 容 担当課、協力機関 

地域高齢者交流会 

●６５歳以上の方を対象とし、地域ボランティアの主催にて

月１回程度交流会を開催します。閉じこもりがちな方に声

をかけ参加促進を図ります。 

地域ボランティア 
健康福祉課 

ボランティアの 
育成・活動支援 

●健康づくり推進員や老人保健ビジター、食生活改善推進員

等のボランティアを育成し、レクリェーションやダンス等

で介護予防、低栄養予防等の活動を支援します。 

健康福祉課 

老人クラブ活動 
●老人クラブでは、自主的に仲間づくりを通して、生きがい

と健康づくり、生活を豊かにする楽しい活動を行います。 
社会福祉協議会 

おしゃべりカフェ
① 

●毎月第１・３木曜日「笹ゆり荘」の一部屋を解放し、おし

ゃべりしたい方がコーヒー、お茶(無料)を飲みながら自由

に利用できます。 

社会福祉協議会 

おしゃべりカフェ
②まつなみホット
 くつろぎサロン 

●高齢者の閉じこもり予防・介護予防等を目的とし、毎月１

回、松波公民館の和室を利用して簡単な工作など楽しい活

動を行います。 

社会福祉協議会 

配食サービス事業 

●定期的に居宅を訪問し、栄養のバランスのとれた食事（昼

食または夕食）を提供するとともに、利用者の安否確認を

行います。 

健康福祉課 
要援護者支援事業所 

軽度生活支援事業 
●登録シルバーが自宅へ訪問し、買い物・掃除・洗濯・除雪

・庭の剪定等、日常生活上の援助を行います。 
健康福祉課 
シルバー人材センター 

老人福祉連絡員 
設置事業 

●虚弱な１人暮らし高齢者宅を訪問し、安否確認及び生活状

況を確認します。 

健康福祉課 
民生委員 

介護予防日常生活
支援総合事業 

●６５歳以上の高齢者を対象に「基本チェックリスト」を実

施し、運動機能、口腔機能、低栄養、閉じこもり、認知症

うつ病等、気になる高齢者に適切なサービスを提供し、自

立を支援します。 

地域包括支援センター 

居宅介護支援事業所 

介護保険認定 
サービス提供 

●介護認定を受け、担当ケアマネージャーが本人や家族と相

談しながらサービス調整を行い、サービスを提供します。 

健康福祉課 
地域包括支援センター 

居宅介護支援事業所
介護保険事業所 
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 事業名           内 容 担当課、協力機関 

総合相談支援 
●高齢者の相談を総合的に受け、実態を把握し必要なサービ

スに繋ぐ等の支援をします。 
地域包括支援センター 

家族介護教室 

●家族介護者の交流や息抜きの場として、花見や苺狩り、介

護の勉強会等で日頃の介護疲れを癒やすことにより、心温

かい介護に繋げています。 

地域包括支援センター 

傾聴ボランティア 

●傾聴ボランティアを養成し、希望者の紹介や連絡調整を行

います。月１回程度、ボランティア２人で希望者のお宅へ

訪問し、お話を聴きます。 

健康福祉課 
社会福祉協議会 

福祉サービス利用
支援事業 

●認知症高齢者や知的障がいで判断能力に不安がある方の大

切な書類のお預かり、日常的なお金の管理、必要な手続き

のお手伝い（相談・助言）を行います。 

社会福祉協議会 

権利擁護 

●認知症等で金銭管理や各種手続きが出来ない等の方に対し

て、成年後見制度の利用や、消費者被害・虐待防止等、高

齢者の権利擁護に努めます。 

地域包括支援センター

金沢地方法務局 

ひまわり 
ネットワーク 

●普段から地域において「さりげない見守りを心掛ける」こ

とで、高齢者の異変や生活の支障にいち早く気づき、連絡

するネットワークを構築しています。 

地域包括支援センター

健康福祉課 

緊急通報装置 
貸与事業 

●６５歳以上の１人暮らしの方等の自宅に緊急通報装置を設

置し、緊急時の対応を行います。火災通報、安否通報、お

元気コールの利用も出来ます。 

健康福祉課 
立山システム研究所 

 

 
『笑いは心のエネルギー』 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           ボランティアの研修会  
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（４）精神疾患を持った方への支援 
  自殺を図った方には、様々な悩みにより心理的に追い詰められた結果、うつ病等の精神疾患 

を発症し正常な判断を行うことができない状態になっているケースもあります。 
こころの相談体制を充実していきます。 
 

事業名 内 容 担当課、協力機関 

こころの相談 
(電話・訪問相談) 

●家庭や職場、学校等における“こころ（精神）”の不安や

悩みについて、相談員や保健師等が電話や訪問で相談に応

じます。精神科医による相談は、予約が必要です。 

健康福祉課 
能登北部保健福祉 
センター 

酒害相談 
（断酒会） 

●アルコール依存症は自分でコントロールできなくなる病気

で、本人の努力だけでは解決しにくいため、断酒会と一緒

に回復を目指します。 

能登北部保健福祉 
センター 

社会復帰支援事業 
●精神科等に通院している方の自立と社会復帰の促進を図る

ため、定期的に集い調理実習や創作活動などを行います。 
健康福祉課 

就業継続支援事業 
●通常の民間企業での就職が難しい方に就業の機会を設け、 

 社会参加の支援を行います。 

就労継続支援ｾﾝﾀｰ 
(A型、B型) 
健康福祉課 

障害支援区分認定

・サービス利用 

●障害者の福祉サービスの必要性を判定するため、認定調査

医師意見書により障害支援区分認定を行います。 

区分によりサービス支援を行います。 

健康福祉課 
特定相談支援事業所 

自立支援医療 
●精神科に通院している方が医師の診断により、通院医療費

の自己負担額が所得に応じて軽減されます。 
健康福祉課 

 

（５）ひきこもり者などへの支援 

  ひきこもりなど生きづらさを抱えた方や、孤立リスクのおそれのある方に対して、「相談 

 支援」「孤立を防ぐための居場所づくりへの支援」「居場所の情報提供」等を推進します。 

 

事業名 内 容 担当課・協力機関 

ひきこもり相談・

支援① 

●ひきこもり地域支援センターでは、精神保健福祉士、相

談支援専門員等の資格を有するひきこもり支援コーデ

ィネーターが、ひきこもり状態にある方やその家庭へ

相談支援を行い、適切な支援に結びつけます。 

能登ひきこもり地

域センター（ピア

サポート北のと） 

健康福祉課 

ひきこもり相談・

支援② 

●本人・家族等の電話や来所の相談に応じ、必要があれば

訪問援助を行い、関係機関と連携します。 

能登北部保健福祉

センター 

社会復帰支援教室 
●生きづらさを感じている方に、当事者同士の居場所や

交流の場を提供します。 

能登北部保健福祉

センター 
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（６）生活困窮者への支援 

    生活困窮の背景として、知的・発達関係の疾患、精神疾患、介護、多重債務、労働など多 
様な問題を複合的に抱えていることが多い傾向です。そのため、経済的な支援だけではなく、 
日常生活や社会生活における自立支援を図り、各種相談機関と連携しながら進めて行きます。 

 

  事業名           内 容  担当課、協力機関 

生活保護相談 
●生活に困窮する方に対して、相談に応じ、抱える問題を把

握し、必要に応じて適切な支援先に繋げます。 

能登北部保健福祉セ
ンター 
健康福祉課 

自立相談支援事業 

●生活保護に至る前の段階の自立支援策を一緒に考え、経済

的な自立のみならず、日常生活や社会生活における自立を

支援します。 

能登北部保健福祉セ
ンター 

就労準備支援事業 

●直ちに就労が困難な方に６か月から１年の間、プログラム

に沿って、一般就労に向けた支援や就労機会の提供を行い

ます。 

能登北部保健福祉セ
ンター 

心配ごと相談 
●日常生活の様々な心配ごとに応じ、解決に向けて支援しま

す。３地区、月２回開催。 
社会福祉協議会 

生活福祉資金 
●生活の安定と経済的自立を図ることを目的として、資金の

貸付と必要な相談支援が受けられます。 
社会福祉協議会 

弁護士無料法律 
相談事業 

●消費生活や相続上のトラブルを抱えた方に対し、弁護士に

よる相談の機会を提供します。 
社会福祉協議会 

フードドライブ・

フードパントリー 

●家庭で余っている食品の寄付を募り、生活困窮者やひとり

親家庭など十分な食事をとることができない状況の方に、

食品を無料で提供します。 

社会福祉協議会 

年金・税金相談 
●年金に関する相談や各種税金や保険料の支払い等、金銭的

な問題を抱えている方の相談を、窓口で対応します。 

住民課 
税務課 
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（７）労働者への支援 

    全国的に労働者の自殺は増加しており、職場環境の様々な負荷が労働者の心の健康に重大な 
影響を及ぼしています。 

平成２６年に労働安全衛生法が改正され、労働者数５０人以上の事業場において、ストレス 
チェックをすべての労働者に対して実施することが義務付けられました。今後、対象者を拡大

して実施する動きとなっています。労働者自身のストレスへの気づきを促すとともに、メンタ

ル不調者を出さない職場づくりに取り組む必要があります。 
また、求職者には職業紹介、雇用保険、雇用サービスを実施している機関として、公共職業

安定所（ハローワーク）の活用を促します。 
 

  事業名           内 容 担当課、協力機関 

職場における 
ストレスチェック 

●職員に対して、健康診断と同時にストレスチェックを実施

します。 

総務課 
産業医 
衛生管理者 

高ストレス者への

面接指導 

●ストレスチェックにより、高ストレス者と判定された方に

産業医による面接指導を案内し、希望者に面接を設定しま

す。必要に応じて職場転換を図ります。 

総務課 
産業医 
衛生管理者 

職場における 

メンタルヘルス 
対策 

 

●職員や管理監督者に対してストレス解消法を紹介したり、

上司による相談・面接の技法等、メンタルヘルス研修会や

実技を実施します。職員の様子が違うことに気づき、ここ

ろのケアの早期介入に努めます。 

総務課 
衛生管理者 

メンタルヘルス 
担当者への教育 

●職場のメンタルヘルス対策の取組みやカウンセリングの技

術向上のための研修会を開催します。 

石川県産業保健 
総合支援センター 

求職者支援 

●働く希望を持つ若者・女性・高齢者・障害者をはじめとす

る全ての国民の就職実現のための支援、求職者の状況に応

じた取り組みを実施しています。 

ハローワーク 

雇用保険制度 
●労働者が失業した場合にセーフティネットとして、生活の

安定と早期再就職の促進を図るための給付があります。 
ハローワーク 

  
（８）自死遺族への支援 

    家族を亡くした方が、悲しみと向き合い、死別の痛みから回復し、その人らしい生き方を取 
り戻すことができるよう、相談窓口や遺族交流会等の情報提供を行います。 

    遺族には、大切な家族を失った悲しみに加え、経済的な問題や強い自責の念などに追い詰め 
られる場合も多いため、こころの相談につなげる等、こころのケアに努めます。 

  また、名誉及び生活の平穏に十分配慮し、不当に侵害することのないよう認識して     

取り組んでいきます。 
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（９）被災者への支援 

■災害後のこころのケアについて 

   令和６年能登半島地震・令和６年奥能登豪雨は、今まで経験したことのない大きな災害であ

り、町民の多くが負担を強いられて生活している状況です。震災後の環境の変化などでイライ

ラしたり、体調不良が続く場合もあります。 

大きな災害の後、こころのバランスを崩して気持ちが不安定になることは、ショックな出来

事に対する正常な反応です。多くの場合、こころは時間をかけて回復へ向かっていきますが、

立ち直るのに必要な時間は人それぞれです。町民の皆様が、ご自身のこころと体の健康を守れ

るよう、取り組みを講じていきます。 

 

①災害後のこころの動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
②災害後のこころの健康を守るためのポイント 

●睡眠（健康を維持する基本） 

 ・快適な睡眠をとる生活習慣のポイント 

   朝起きたら朝日を浴びる、睡眠時間にこだわりすぎない、定期的な運動習慣、昼寝は短く 20

分午後 3 時までに、夕食は腹八分と寝る 3～4 時間前までに、寝る前はリラックス、寝る前

のコーヒー・お茶は避ける、お酒を飲みすぎない 

●リラックス 

 ・心配な気持ちが軽くなる ・身体が楽になる ・眠りやすくなる 

 ・温罨法・ストレッチ・腹式呼吸など 

●コミュニケーション・話を聴いてもらう 

 ・身近な人に相談する ・電話やメールで相談する 

 ・各種相談先の周知（国・石川県・町の相談機関などホームページや広報等で周知） 

●気づき・支えあう 

 ・身近な人の変化に気づき声をかける ・話を聴く ・相談機関につなぐ 
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③関係機関の災害後の取組（実施状況）について 

■教育委員会 

・スクールカウンセラーの配当時数を追加し、児童生徒及び教職員との面談機会を増やし

ている。 

・学校ハートフル相談員配置事業、ハートフルフレンド派遣事業により、児童生徒をはじ

め、教員や保護者等との相談機会の充実を図っている。 

・オンラインによる相談は、匿名性が高く気軽に相談しやすいことから、NPO 法人等が

運営するオンラインによる相談窓口の利用を促している。 

■石川県立能登高等学校 

・石川県教育委員会が作成した「こころのアンケート」「こころのサポート授業」をスク

ールカウンセラーと連携して実施（令和 6 年 7 月） 

・スクールカウンセラーによる「アニバーサリー反応と対処法について」講話を実施 

（令和 6 年 12 月） 

・希望生徒にスクールカウンセラーによる個別面談を実施 

・職員は石川県教育委員会実施の「震災後の子どもたちのこころのケア教職員研修」の 

  オンデマンド研修を受講 

■公立宇出津総合病院 

・災害時労務負担・生活環境の困難さが大きいと見られる職員への面談 

・勤務場所の配置変更、労務時間の調整 

・希望による有給休暇の取得 

・研修参加等は希望者を優先 
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第４章 計画の推進  

 

１ 地域包括ケアシステムの推進 

 自殺は、健康問題、経済・生活問題、人間関係の問題の他、地域・職場の在り方の変化等、様々

な要因とその人の性格、家族の状況、死生観等が複雑に関係して起こり、自殺を防ぐためには、

精神保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取り組みが必要です。 
包括的な取り組みを実施するためには、保健・医療・福祉・介護・教育等の様々な分野の施策、

人々や組織が密接に連携する必要があり、地域包括ケアシステムの推進を図ります。 

                              地域包括ケアシステム  

                          介護 

              病院           ﾍﾙﾊﾟｰ派遣          福祉 

          24 時間体制         デイサービス       就労支援 

                                        障害区分認定    

 

     学校                      家族                地域包括 

   いじめ対策           見守り、声かけ、相談            総合相談                                       

相談体制強化                             
実態把握 

                                                             
          

警察                                消防                           

相談、実態把握                       救急搬送 
                                      現場把握                                

                     保健・地域 
健診、相談、訪問、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ、                                   

ひまわりﾈｯﾄﾜｰｸ 

 
 

２ 地域ネットワークの構築 

 能登町自殺対策推進連絡会において、広域的な観点から自殺予防対策を進めるとともに、高齢

者が孤立することなく安心して生活を送ることができるよう、「ひまわりネットワーク（高齢者

見守り応援隊）」を推進します。自立支援協議会能登町連絡会議などで地域の関係機関が連携・

協働して総合的に自殺対策を推進していくよう地域ネットワークを構築していきます。 

  事業名           取り組み 担当課、協力機関 

能登町自殺対策 
推進連絡会 

●地域の医療・保健・福祉・介護・教育・警察・消防・民間

団体等、様々な分野の機関や団体と協議し、連携を図りな

がら自殺対策を推進していきます。 

健康福祉課 
関係機関 

ひまわり 
ネットワーク 

●高齢者の見守りを行い、異変を認めた場合は適切な支援に

繋げ高齢者が安心して生活ができるよう、自殺対策の視点

も含めたネットワークを構築します。 

健康福祉課 
関係機関 

奥能登地域 
自立支援協議会 
能登町連絡会議 

●地域の関係機関と自殺対策について検討し、連携・協働し
て総合的に事業を推進していきます。 

健康福祉課 
関係機関 

精神保健福祉連絡会 
●健康福祉課内の連携目的に、健康推進係・障害・高齢者福

祉係・児童福祉係・地域包括支援センターで個別支援内容
を共有します。外部機関も参加する機会を設けています。 

健康福祉課 
関係機関 
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１ 「自殺総合対策大綱」概要と重点施策（令和４年１０月）  
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２ 付録 
 
「第２次能登町自殺対策計画」策定の経緯 

 令和５年 ６月 「地域自殺対策計画」策定・見直しの手引きによる説明会受講  

  令和５年１２月 「こころの健康に関するアンケート調査」 

  令和５年１２月 「第２次能登町自殺対策計画取組内容の確認について」関係機関に依頼 

  令和６年 １月  震災による能登町健康づくり対策推進協議会・能登町自殺対策推進連絡会 
          の中止により策定時期を１年間延長 

令和６年１０月  第２次能登町自殺対策計画打合せ 
 令和６年１２月  「震災後の取組内容の確認について」関係機関に依頼 

 令和７年 １月   能登町健康づくり対策推進協議会開催               

  令和７年 ２月  能登町自殺対策推進連絡会開催 
 令和７年 ２月  奥能登地域自立支援協議会能登町連絡会議にて意見聴取 
                パブリックコメント募集 

  令和７年 ３月  第２次能登町自殺対策計画完成、各関係機関へ配布 
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事　業　所　名

石川県珠洲警察署生活安全刑事課

奥能登広域圏事務組合能登消防署

石川県能登北部保健福祉センター

公立宇出津総合病院

石川県立能登高等学校

輪島公共職業安定所　能登出張所

能登町社会福祉協議会　地域福祉課

能登町傾聴ボランティア

能登町教育委員会事務局

能登町総務課

能登町税務課

能登町住民課

能登町健康福祉課（保育係）

能登町健康福祉課（社会援護係）

能登町健康福祉課（障害福祉係）

能登町健康福祉課（介護保険係）

能登町健康福祉課（地域包括支援センター）

能登町健康福祉課（事務局）

能登町健康福祉課（健康推進係）

能登町健康福祉課（健康推進係）

事　業　所　名

社会福祉法人　佛子園
日本海倶楽部相談支援事業所

社会福祉法人　佛子園
日本海倶楽部相談支援事業所

医療法人　松原会
相談支援事業所　ピアサポート北のと

医療法人　松原会
相談支援事業所　ピアサポート北のと

社会福祉法人　徳充会
相談支援キララ

社会福祉法人　徳充会
相談支援キララ

社会福祉法人　徳充会
相談支援キララ

社会福祉法人　おおとり会

社会福祉法人　能輝人

社会福祉法人　礎会

社会福祉法人　石川県聴覚障害者協会
能登就労支援事業所やなぎだハウス

社会福祉法人　多花楽会
多花楽会訪問介護事業所

石川県立七尾特別支援学校珠洲分校

公立宇出津総合病院

社会福祉法人
能登町社会福祉協議会

一般社団法人　縁
相談支援enn

石川県能登北部保健福祉センター

能登町地域包括支援センター

能登町健康福祉課（健康推進係）

能登町健康福祉課（健康推進係）

能登町健康福祉課（保育係）

能登町健康福祉課（事務局）

能登町健康福祉課（福祉係）

能登町健康福祉課（福祉係）

能登町健康福祉課（福祉係）

能登町健康福祉課（福祉係）

 能登町自殺対策推進連絡会参集機関     奥能登地域自立支援協議会能登町連絡会議委員構成 
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役　職　名 氏　　名 備　　考

能登町議会教育厚生常任委員長 市濱　 等

公立宇出津総合病院長 野島　直巳

能登北部医師会代表 千間　純二
千間内科クリニック院長
（能登北部医師会会長）

能登町歯科医師代表 宮本　和美 宮本歯科医院長

能登町薬剤師会代表 酒屋　利信 小西薬局

能登北部保健福祉センター所長 後藤　善則

能登町婦人団体協議会長 重野　さとみ

能登町老人クラブ連合会長 上野　耕平

能登町商工会事務局長 諸角　一也

能登町町会区長会連合会長 坂上　信彦

のと四ツ葉の会代表 川畑　マサ枝 健康づくり推進員会長

能登町校長会代表 三井　松夫 能都中学校校長

能登町保育士会代表 半﨑　晶美 認定こども園 鵜川保育所所長

能登町副町長 田代　信夫

能登町教育長 眞智　富子

事務局：健康福祉課健康推進係

　　　能登町健康づくり対策推進協議会委員名簿

任期：令和５年４月1日～令和７年３月３１日（交代委員については残任期間）
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      能登町健康づくり対策推進協議会運営規則 

                               平成１７年３月１日 

                                規 則 第 ７２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は能登町健康づくり対策推進協議会（以下「協議会」という。）の組織 

 及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。 

 (１) 地域住民の保健及び公的医療体系に関する総合計画の立案 

 (２) 地域住民の健康診査、健康相談、栄養指導及び食生活改善等、地区内衛生組織の育 

 成と住民健康づくりの推進 

 (３) 地域住民に密着した健康づくり施策等を積極的に実施するため、必要な関係機関相 

 互の連絡調整 

（組織） 

第３条 協議会は、委員 20 人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

 (１) 関係行政機関の職員 

 (２) 医師会等の保健医療関係団体の構成員 

 (３) 地区組織の構成員及び事業所等の代表者 

（任期） 

第４条 前条の委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、 

 再任を妨げない。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長それぞれ１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。 

（事務局） 

第６条 協議会の事務局を健康福祉課に置く。 

（会議） 

第７条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、会長の 

 決するところとする。 

（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定 

 める。 

  附 則 

 この規則は、平成 17 年３月１日から施行する。 
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